固定資産評価審査申出について

１　固定資産評価審査申出について
　　固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。
　　固定資産評価審査委員会は、市民、市税の納税義務者又は学識経験者の中から、議会の同意を得て市長に選任された委員が、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査し、決定するために設置された中立的、専門的な第三者機関です。
固定資産税の納税義務者
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固定資産課税台帳に登録された価格
申出できる事項


　※　固定資産課税台帳に登録された価格以外の税額の算定、納税義務者の認定などに不服がある場合には、市長に対して審査を請求することができる制度があります。
２　審査申出の方法
　　審査申出をするときは、固定資産評価審査委員会事務局（市役所行政管理部総務文書課内）に備え付けてある「固定資産評価審査申出書」に必要な事項を記入し、同事務局に提出して下さい。記載方法は「固定資産評価審査申出書」の裏面「審査申出書記載要領」をご覧ください。
１　固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示を行った日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から数えて３月を経過する日まで
２　固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示を行った日後、価格決定又は価格修正があったときは、その通知を受けた日から３月以内
申出できる期間










３　審査の方法とながれ
 (1)　審査方法　審査申出人と市長から出された書類をもとに委員が審査し、判断する書面審理を原則としています。
 (2)　審査のながれ
　　【審査申出人】　　　　【固定資産評価審査委員会】　　　　【　市　長　】
申出書送付
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弁　明　書

審査申出人の不服に対して評価内容等を説明し、弁明を行う。


書 面 審 理

必要に応じて現地調査を行う。この場合において、審査申出人に立会いを求めることがあります。
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提　出


反論書

弁明書に反論がある場合

提　出





口頭意見陳述

審査申出に際して、希望した場合

委員に対して口頭で意見を述べる。




決定書送付
決定書送付
決　　　定


　※１　審査申出中であっても固定資産税及び都市計画税は納期限までに納付してください。
　※２　審査申出人は市長に対して、審査申出の根拠となる必要な事項について、書面で照会することができます。
　※３　委員会の決定により課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、市長は価格等を修正し、その旨を納税者に通知しなければなりません。
　※４　委員会の決定に不服があるときは、その通知を受けた日から６月以内に裁判所に対して決定の取消しを求めて訴訟を提起することができます。
立川市固定資産評価審査委員会
（立川市役所行政管理部総務文書課内）
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